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第７章　投資・財政計画

１．投資・財政計画（１０ヵ年の収支見通し）
　第５章の取組みと第６章の事業計画を踏まえ今後１０ヵ年の事業費見通しと財政見通しを積算し、
作成した「投資・財政計画」は、以下のとおりです。
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 投資・財政計画（ ヵ年の収支見通し）
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 ⑴　事業費見通し
　収益的支出において、下水道施設の維持管理委託や施設老朽化に対応するための修繕費・委託料、
下水処理場の運転費用（動力費及び薬品費の合計）などは、今後３０～３８億円で推移する見込みです。
この支出は、下水道施設を維持していくために必要な固定的費用と言えます。
　資本的支出において、固定費である企業債償還金（企業債の元金償還金）は、今後２７～３０億円
で推移する見込みです。また、建設改良費は、下水処理場の設備など更新工事（処理場・ポンプ場
改良費）が１１～２９億円、管渠の改築更新工事（管渠改良費）が７～１５億円、管渠の整備工事（管渠
整備費）が４～１５億円で推移する見込みです。

 ⑵　一般会計繰入金収入の見通し
　「雨水公費・汚水私費の原則」に基づき、公費負担の対象となる事業の財源については一般会計
繰入金（他会計負担金）収入を前提として収入額を積算しています。なお、「分流式下水道等に要
する経費」に係る繰入金については、前計画を引継ぎ２０３０年度にゼロとなるよう、段階的に削減
します。その結果、一般会計繰入金は１０ヵ年で平均１３．６億円となります。

 ⑶　下水道使用料収入の見通し
　下水道事業の根幹をなす下水道使用料収入は、第８章で示す使用料改定を前提として収入額を積
算しています。使用料改定によって一時的に増収となりますが、有収水量の減少により徐々に減収
する見込みです。

２．財政見通し
 ⑴　当年度純利益の状況
　使用料改定により収益的収入が収益的支出を上回ることから、２０２７年度以降は当年度純利益を
確保できる見込みです。しかし、収益的支出は今後も毎年度１２４億円を超えることが見込まれるた
め、更なる経費削減に努めるとと
もに、使用料改定を含めた収入増
加に努め、利益を確保する必要が
あります。

図７－１　当年度純利益の推計
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  ②　現金預金の状況
　現金預金の残高は、２０３０年度と２０３１年度にやや減少するものの、２０３５年度まではプラスで推
移する見込みです。なお、第３章の将来推計では、現行の使用料体系を維持した場合の使用料収入
は減少見込みとなっており、第８章
で示す使用料改定により現金預金の
残高を維持できる状況です。将来の
企業債償還金や施設更新需要、緊急
事態などに備えるために、今後も一
定程度の資金を企業内部に留保して
いく必要があります。

 ⑶　 資金の状況
  ①　補填財源の状況
　資本的収入が資本的支出に不足する部分については、収益的収支を執行した結果などによって生
じる「補填財源（企業の内部に留保している現金などのうち、使用することが性質上差し支えない部
分のこと ）」で補う必要があります。
補填財源充当可能額を算定すると
2035年度までは毎年度、資本的
収入が資本的支出に不足する額を
上回る見通しとなっており、今後
10ヵ年は補填財源不足が生じない
見込みです。

図７－２　資本的収入が資本的支出に不足する額
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図７－４　現金預金残高の推移
 ※ 未収金・未払金については考慮せずに算出しています。
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 ⑵　資本的収支の不足額の状況
　下水道事業の資本的収支では、
支出の大部分を占める企業債償還
金に連動する財源収入がほとんど
無いため、構造的に収支不足が生
じます。今後の１０ヵ年で資本的収
入が資本的支出に不足する額は、
２５～３２億円で推移する見込みです。

図７－３　資本的収入が資本的支出に不足する額と補填財源充当可能額
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第８章　経費回収率向上に向けたロードマップ

１．経費回収率の今後の見込み
　下水道事業の収入の根幹をなす下水道使用料収入は、人口減少等による有収水量の減少に伴い、
緩やかに減収していく見込みです。一方で、汚水処理費は、物価高騰や労務単価の上昇、施設の老
朽化に対応するための修繕費の上昇等により、増加していく見込みです。
　公営企業である下水道事業では独立採算が原則であり、使用者が負担する下水道使用料収入によ
り汚水処理費を賄う必要があります。しかし、汚水処理費を下水道使用料収入で賄えているかを示
す経費回収率は１００％を下回り、今後さらに低下することが予想されます。

２．下水道使用料改定の必要性
　これまで経費削減や収入確保など経営努力を積み重ね、引き続き取り組んでいきますが、今後は、
その取組みの効果を上回る規模の汚水処理費の増加が見込まれます。汚水処理費に対して必要な下
水道使用料が不足すると、老朽化が進む施設の修繕や更新の費用を賄うことができず、適切な維持
管理ができなくなることや改築更新が滞ることが想定されます。
　下水道管の劣化による道路陥没や老朽化による処理場の停止といった事態を招くことなく、今後
も安定した下水道サービスを提供し続けるためには、下水道使用料改定が必要な状況にあります。た
だし、改定率が大きくなることによる市民生活等への影響に配慮し、改定は段階的に行う必要があ
ります。下水道使用料の見直しを本計画（経営戦略）の改定に併せて５年ごとに行う場合、２０２６
年度中に改定率３５％、２０３１年度に改定率１１％程度の下水道使用料改定を行う必要が生じます。
　経営戦略の次期改定（２０３０年度末）の際には、２０２６年度下水道使用料改定の検証結果や２０３１
年度以降の財政見通しを踏まえて、下水道使用料のあり方（改定の必要性、改定率、料金体系など）
を再度検討し、経営の健全化を図っていく必要があります。

図８－１　経費回収率の推計
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詳細は「本編」の P.９０〜 P.９２を参照
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表８－１　経費回収率向上に向けたロードマップ

表８－２　経費回収率の目標値

３．経費回収率向上に向けたロードマップ
 ⑴　経費回収率向上に向けた取組みと実施予定時期
　国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について（令和２年７月
２１日付け国水下企第３４号）」に基づき、経費回収率向上に向けたロードマップを策定します。今後
は、経営戦略の改定（５年ごと）に併せて、ロードマップを改定します。
　下水道使用料の見直しについては、段階的なものとするため、２０２６年度に改定を行い、２０２９・
２０３０年度に次の改定を検討します。ロードマップ及び経営戦略の改定に併せて、下水道使用料に
関する試算・検討を行います。
　また、引き続き、効率化・経営健全化の取組み（第５章）や事業計画の推進（第６章）を行い、
経費削減と収入確保に取り組みます。

 ⑵　業績目標
　経費回収率向上に向けた業績目標を以下に示します。本計画に基づき実施予定の事業や使用料改
定の効果が表れる２０２７年度以降は、「１００％以上」を目指します。

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

① 策定 検討 改定 検討 改定

② 検討 改定 検討 検討 改定 検討 検討

③
実施 実施

年度

経費回収率向上に向けた
ロードマップの改定
（経営戦略の改定に併せ
て実施）

使用料の見直し及び改定

効率化・経営健全化の
取組み（第５章）や事業
計画の推進（第６章）

 

年度 （実績） （見込） ２０２ ～ 【目標】

経費回収率 ％ １００％以上
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図９－１　ＰＤＣＡサイクル

第９章　進捗管理

１．進捗管理の概要
　経営戦略は、策定後も進捗管理や分析・評価を行い、その結果を踏まえて定期的な見直しを行う
ことが求められます。分析・評価や見直しにあたり、計画と実績との乖離状況やその原因を分析し、
結果を企業経営や計画に反映させるＰＤＣＡサイクルの手法を用います。 
　各事業の進捗管理や経営・財務の状況の分析・評価を行い、その結果を活用して、原則として５
年ごとに経営戦略の改定を行います。

Plan - 計画の策定・改定

Action - 事業の見直し・改善

Ｄo - 事業の実施

Check - 結果の分析・評価、検証

PDCAサイクルによる進捗管理

２．経営指標の目標
　経営の健全性及び効率性の状況を把握するうえで特に重要かつ目標値を定めて取り組むべき２つ
の経営指標について、目標値を設定し、進捗管理に活かします。
　目標とする「経常収支比率１００％以上」及び「経費回収率１００％以上」を２０２７年度に達成し、
２０２８年度以降も維持することを目指します。

表９－１　経営指標の目標値
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経営指標
２０２４年度

（実績）

２０２６年度

（見込）

２０２７～２０３５年度

【目標】
方針

（経営の健全性）

経常収支比率
％ ％ １００％以上

事業の効率化等による経費削減

と財源確保により、毎年度１００％

以上を目指す

（経営の効率性）

経費回収率
％ ７％ １００％以上

経費回収率向上に向けた

ロードマップ（第８章）のとおり、

毎年度 ％以上を目指す

詳細は「本編」の P.９３〜 P.９５を参照
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